
被扶養者認定のための提出書類一覧 ○＝必要 △＝該当すれば提出

（1）『被扶養者異動届』は全員必要です。必ずコピーをとったものと２枚１組で送付して下さい 

・全員、「申請理由」に○。書ききれない場合、メモ欄に記入して下さい。 

・60歳以上の場合，老齢年金等を受給しているか必ず確認し、受給なしの場合は「受給なし」に○ 

（2）下記一覧表は基本的な書類です。申請内容や収入によって下記以外の書類が必要となります 

（3）下記の場合は、主たる生計維持者が誰なのかを判断します。被保険者と扶養に入ってない者との収入比較をする

ため「被保険者とその者の最新１年分の収入証明書」が必要となります 

・扶養に入っていない配偶者がいる場合

・同一世帯で扶養に入っていない者がいる場合（子・孫は除く） 

（4）別居の場合は、表の書類の他に下記書類が必要となります 

  ①親族関係を証明するための戸籍（写） 

  ②仕送りを証明するための通帳（写）…但し仕送りの免除に該当の時は不要 

（5）内縁関係の配偶者の場合は、重婚等の確認のため、被保険者と認定申請者の戸籍が必要となります 

（6）外国の方を申請する場合は、住民票に在留資格、在留期間、住民となった年月日の記載が必要。 

提出書類 

区分 

住民票（原本） 

世帯全員 

続柄記載 

本籍省略 

＊別居は被保険

者と認定申請者

の両方必要 

収入証明書 

（原本） 

収入の種類と 

金額の記載 

＊無収入の人

も必要 

学生証 または 

在学証明書（写） 

氏名と学校の種

類、有効期限・

入学日記載 

＊中学生は不要 

＊予備校・専門

学校生等は必要 

年金振込通

知書（写） 

氏名と金額 

記載 

＊老齢年金 

障害年金 

遺族年金等

全て必要 

直近６ヶ月の 

給与等の明細

（写） 

氏名・社名 

給与等支払額

支払月記載 

＊賞与等も全

て必要 

同

居

を

必

要

と

し

な

い

人 

父母 

６０歳以上 ○ ○ － △要確認 △ 

６０歳未満 ○ ○ △ △ △ 

配偶者（内縁関係含む） ○ ○ △ △ △ 

子 

下記以外の 

１６歳以上 
○ ○ △ △ △ 

全日制高校生 ○ － ○ － △ 

１６歳未満 ○ － － － － 

兄弟姉妹 

孫 

１６歳以上 ○ ○ △ △ △ 

全日制高校生 ○ － ○ － △ 

１６歳未満 ○ － － － － 

同

居

を

必

要

と

す

る

人 

義父母 

兄・姉 

６０歳以上 ○ ○ － △要確認 △ 

６０歳未満 ○ ○ △ △ △ 

甥・姪 

１６歳以上 ○ ○ △ △ △ 

全日制高校生 ○ － ○ － △ 

１６歳未満 ○ － － － － 

伯父・伯母 

叔父・叔母 

６０歳以上 ○ ○ － △要確認 △ 

６０歳未満 ○ ○ △ △ △ 


